
令和 元年 5月 28日 

 

質問および回答 

 

下記業務に係る企画提案募集に関し、以下の質問がありましたので回答いたします。 
 
 
記 
 

１．業 務 名：令和元年度 観光マネジメント業務 
 

No 
募集要領及び 

仕様書等の該当ページ 
質問内容 
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3 

募集要領 P1～2 

3応募資格 

 

 

 

 

 

募集要領 P1～2 

3応募資格(7) 

 

 

 

 

 

 

 

募集要領 P2～3 

5 提出書類及び企画提案書

の作成等 

④納税証明書 

Q.今現在、法人としての活動はありません。 

 この業務を初めとして、内容が選ばれましたら法人を 

 立ち上げる前提で応募しても宜しいでしょうか。 

A.3応募資格に「次の要件を全て満たす法人とする」と記 

 載しております。応募は応募要件を満たす法人のみと 

 なります。 

 

Q.共同企業体での応募は可能でしょうか。 

 可能な場合は、代表構成員又は構成員のいずれかが沖 

 縄県内に本店又は事業所を有していれば宜しいでしょ 

 うか。 

A.募集要領には 共同企業体での記載がありませんので、 

 単独申請でお願いいたします。業務を再委託する場合 

 は、企画提案書および業務実施体制（様式 4）に再委託 

 先、内容を記入下さい。 

 

Q.国税の納税証明書は、「その 3 の 3 法人税及び消費税

及び地方消費税」について未納税額のない証明書」で

宜しいでしょうか。 

 県税の納税証明書は「県税について滞納がないことの

証明」で宜しいでしょうか。 

 納税証明書は全て写しでも宜しいでしょうか。 

A.納税証明書は、直近のもので滞納がないことがわかる 

 書式であれば可です。質問にあります上記証明書は、 

 いずれも可です。納税証明書は、3ヶ月以内発行の原本 

 の提出をお願いいたします。 

 



 

No 
募集要領及び 

仕様書等の該当ページ 
質問内容 
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7 

仕様書 1～2P 

5業務内容(1) 

 

 

 

 

 

仕様書 2P 

5業務内容(2) 

 

 

 

 

 

 

仕様書 1～2P 

5業務内容(1)(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕様書 1～2P 

5業務内容(1)(2) 

 

 

 

 

Q.宮古島市観光推進協議会の開催３回とありますが、協 

 議会構成人数は何名ですか。また、参加者への謝金は 

 必要でしょうか。必要であれば委託費に含まれますか。 

A.宮古島市観光推進協議会の構成人数は、行政、民間合 

 わせて 15～20名程度を想定しています。謝金の支払い 

 はしない予定です。 

 

Q.宮古島市観光実務担当者会議の開催２回とあります 

 が、担当者会議の構成人数は何名ですか。また、参加 

 者への謝金は必要でしょうか。必要であれば委託費に 

 含まれますか。 

A. 宮古島市観光実務担当者会議の構成人数は、行政、民 

 間合わせて 25～30名程度を想定しています。謝金の支 

 払いはしない予定です。 

 

Q.宮古島市観光推進協議会および宮古島市観光実務担当 

 者会議の民間構成メンバー（専門家等）の提案は可能 

 でしょうか？また、その際の旅費、謝金等の負担は本 

 事業費内に含まれますか？別途でしょうか？ 

A.上記、協議会等の民間構成メンバーの提案は可能です。 

 今回の公募の企画内容を参考にして、構成メンバーを 

 検討いたします。また、構成メンバーへ謝金の支払い 

 はしない予定です。構成メンバーに支払う旅費は、本 

 事業費内に含まれます。 

 

Q.会議開催にあたり直接経費等の仕様（謝金有無、必要 

 人数、旅費交通費、会場料等）はありますでしょうか。 

A.直接経費についての仕様は、特にありません。謝金の 

 支払いはしない予定です。旅費交通費の支払いは実費 

 になります。会場は市の施設を使用し、料金の支払い 

 はない予定です。 
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仕様書 2P 

5業務内容(3) 

 

 

 

 

 

仕様書 2P 

5業務内容(3) 

 

Q.「観光閑散期対策業務」及び「宮古島市海岸利用促進 

 連絡協議会」等の資料の掲示はありますでしょうか。 

A.上記資料に関しましては、今回の公募の段階での資料 

 の提示はありません。5業務内容(3)の検討資料の作成 

 とは、過去および現在検討中の観光課題の検証・取り 

 まとめ全般になります。 

 

Q.「必要な事項に係る調査」とありますが、具体的な調 

 査項目の仕様はありますでしょうか。 

 仕様がない場合、調査については、提案によるものと 

 の認識で宜しいでしょうか。 

A.「必要な事項に係る調査」について、具体的な調査項 

 目の仕様はありません。調査内容については、企画書 

 にて提案して下さい。 

 

 

 


